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事例 5

、し誘勧てっ言と」るれら得が得が得入収高に単簡もで誰「
販売組織に加入させて商品などを購入させ、新たな会
員を勧誘すれば手数料が得られるという商法です。

勧な理無、めたいなら入が入が入料数手といなし誘勧をか誰
誘で友達をなくしたり、借金を抱えたりします。

マルチ商法の手口とは

マルチ商法 連鎖販売取引 は、同じ障害
がある方同士の仲間意識を巧みに利用し
て勧誘されることが多いようです。いつ
もと違う様子に気づいたら、さりげなく
声をかけて話を聞きましょう。
被害に気づいても、勧誘した仲間を気
づかって相談に抵抗がある場合もあり
ます。周囲の人が日ごろから何でも話
せる信頼関係をつくっておくことが、
その後の解決を迅速にします。

気づきのポイント

 マルチ商法の場合、契約書面を受け取っ
た日から20日以内であれば、クーリン
グ・オフができます。また、期間を過ぎ
ていても商品の返品ができることがあり
ます。諦めずに、トラブルに気づいたら
消費生活センターにすぐに相談するよう
勧めてください P18参照 。
借金の返済に困っていた場合、債務整
理などの検討が必が必が 要となるケースもあ
ります。１日でも早く消費生活センター
に相談するよう勧めましょう。

対応方法

聴覚障害者情報文化センター職員Bさんの場合

い
さ
だ
く
い
払
支
お
に
内
以
日
２
を
円
０
０
０
５
８

な
わ
払
を
金
お

か
い
な
は
で
の
い
い
も
て
く

事例 6

プッタを目項のらしか何、中覧閲のトイサトッネータンイ
しただけで、いきなり「登録完了」「入会完了」などと表
示され、料金を請求されます。

も口手るせさスセクアらかLRUたれさ載記にルーメ惑迷
あります。

不当請求の手口とは

携帯電話やスマートフォンを使って
いて急にパニックになっているとき
は、何かしらのトラブルに巻き込ま
れているかもしれません。
「何か困ったことが起きました
か？」とさりげなく聞いてみましょ
う。

気づきのポイント

対応方法

グループープー ホーム職員 Iさんの場合

契約が成立しているのかどうか不安
なときや請求されている内容に納得
できないときは、業者に連絡した
り、お金を支払ったりせずに、まず
は消費生活センターに相談するよう
勧めましょう。
慌てて業者へ連絡を取ると、相手
に個人情報を知らせることになり

ます。「退会はこち
ら」などのボタンが
あっても、決して押
さないよう伝えてく
ださい。

実実

友友
人人人人人人

らら
かか

高高
額額

をを
トト
ンン
メメ
リリ
ププ
ササ
なななななな

買買

のの
かか
ほほ

人人
ををを

誘借借
金金金金金金
もも
最最
初初初

！
けけ
だだだだ

友友
達

なな
ややや
いい
はは
らら
かかかかか

顔

れれ
ささ
ををを

もも
れれ
だだ

会会
員員

借借
入入入入入入

もも
れれれ

返返

いい
なな
せせせ

？
の
た
し
う
ど何

か
困

れ
こ

見

YY

がが
んん
ささ

言言

話

！！
のの
るる
ああ
がが

何

れ
こ

！！

う
よ
し
う
ど 困

？？
たた
しし
まま
しし
うううう
どどど

？
い
い
ら
た
し
う
どお

金
払

！？

払

と
い
い
て
く
な
わ

思
う

ど
れ
け

念

め
た
の

消

活
生
費

相
談

う
よ
し

事例で学ぶ　気づき・対応のポイント

求
請
当
不

法
商
チ
ル
マ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

せ
い
か
つ
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れ
慣
見

品
粧
化
い
な

便
配
宅

や
箱
の

入
購
も
で
販
通
ビ
レ
テ
や
グ
ロ
タ
カ

し

事例 7

販信通るよにどなビレテやトッネ、シラチやグロタカ
売は、クーリング・オフによる無条件での契約解除が
できません。事業者が「返品不可」や「返品条件の特約」
を設けている場合、その内容に従う必要があります。

通信販売のトラブルとは

精神障害者の方のなかには、支払い
能力の有無を考慮できずに申し込ん
でしまうケースがあります。
通販の取引条件を確認できず、「定期
購入」になっている場合もあります。
ひんぱんに宅配便が届んに宅配便が届んに宅配便が いていたり、
未開封や未使用の商品がたくさんあ
ったりしたら、「必要な商品です
か？」と声をかけてみましょう。

気づきのポイント

通信販売はクーリング・オフが適・オフが適・オフが 用
されませんが、未使用であれば一であれば一であれば 定
の期間返品を認めている事業者もあ
ります。諦めずに早急に消費生活
センターに相談するよう伝えてくだ
さい P18参照 。
日常の金銭管理に不安がある場合
は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度の利用を検討しましょう
P20参照 。

対応方法

障害者支援センター職員Yさんの場合

書
求
請

50

納
未
が
円
万

る
あ
が
ぎ
稼
い
か
づ
こ
お
い
い

た
れ
ら
け
か
を
声
に
性
男
ぬ
ら
知
見
と
」

る
え
ら
も
が
金
お

代

事例 8

。すまけかちもと」てっ買にりわ代「」てし貸を義名「
うましてしを入購品商や金借で前名の分自にりわ代の人他

と、その借金や返済を背負わされることになります。また、
犯罪に巻き込まれることもあります。

名義貸しのトラブルとは

請求書や督促状が届いたり、公共料
金や必要なお金の支払いが滞ったり
した場合は、金銭トラブルに巻き込
まれているおそれがあります。
社会経験に乏しく、社会との接点があ
る知的障害者は被害にあいやすいた
め、日ごろから生活や行動の変化など
にも注意しつつ見守りましょう。

気づきのポイント

対応方法

グループープー ホーム職員Uさんの場合

他人に頼まれて契約することは絶対
にしないよう伝えてください。
携帯電話の名義貸しは、携帯電話不正利用防
止法により犯罪行為となることがあります。
被害の拡大を防ぐため、早急に携帯電話

会社に解約の連絡をす
るよう勧めましょう。
 返済金が高額で返済が
困難な場合は、法テラ
スへの相談を勧めまし
ょう 裏表紙参照 。

請

書
求

が
届

よ
る
い
て
い

何

れ
こ

！？

い
か
づ
こ

稼

に
ぎ

！
よ
る
な

簡
単

！
よ
だ

新

を
ホ
マ
ス
い
し

買

覚

？
の
る
あ
は
え

僕
が

払

！？

ん
う街

で
会

人
の
代

に
り
わ

携
帯
を
買

君

で
げ
か
お
の

助

万
円

う
そ

言

使

事例で学ぶ　気づき・対応のポイント

し
貸
義
名

売
販
信
通

な
き
て
す

化

品
粧

ね
す
で

見

と
る

に
ぐ
す

欲

く
し

全
部

使

？
か
す
で
ん
う

か
す
で
う
そ様

子
を
見

ね
す
ま
き
て

通
販

最
近

W

が
ん
さ

買
い
物

て
い
て
し

心
配

の
な

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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て
め
定
で
」
法
引
取
商
定
特
「

約
契
で
件
条
無
ば
れ
あ
で
内
間

❶

表
の
上
（
内
間
期
た
れ
ら
め
定

書
易
簡

拠
証
ど
な
便
郵
録
記
定
特
や
留

面
書
る
残
の

）

す
ま
い
行
で

記
（

参
」
例
知
通
「
記
下
は
容
内
載

）
照

❷

記
を
旨
」
る
す
除
解
を
約
契

❸❹

通
を
旨
」
る
す
除
解
を
約
契

金
返
の
額
金
の
み
済
い
払
支
へ

は
に
合
場
た
き
で
見
発
に
ぐ
す

に
為
行
誘
勧
な
切
適
不
の
者
業
事

張
主
が
し
消
り
取
の
約
契
ず
わ
問
を

が
為
行
誘
勧
な
切
適
不

行
売
販
て
ね
重
ら
が
な
り
知
が
者
業
売
販
を
と
こ
る
な
に
量
過

を
品
商
の
量
大
で
売
販
問
訪

合
場
た
し
約
契
入
購

る
き
で
決
解
も
に
か
ほ

す
ま
り
あ
が
合
場

クーリング・オフが可能な主な取引と期間

① 不実告知：うその説明をする
② 断定的判断：将来どうなるのかわからない財産上の利得
について「必ずもうかる」「絶対に損はしない」などと
確実であるかのように決めつけて言う
③ 不利益事実の不告知：消費者にとって利益になることだ
けを言い、不利益になることをわざと言わない
④ 不退去：｢帰ってほしい」と言ったのに、帰らない
⑤ 退去妨害：｢帰りたい｣と言ったのに、帰らせてくれな
い

①、③は契約上重要な事項（商品の内容・品質・価格・支払い方法
など）について行われた場合が対象が対象が です。

　誤認に気づいたとき、または困惑行為（不退去・退去妨
害）から脱したときから６か月※、契約してから５年以内
です。

不適切な行為とは

契約の取り消しができる期間

取引内容 適用対象 期間

訪問販売
自宅などへの訪問販売（キャッチセールス、ア
ポイントメントセールス、催眠商法を含む）に
よる商品やサービスの契約

8日間

電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービスの契約 8日間

特定継続的役務提供 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコ
ン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 8日間

訪問購入 自宅などの場所で、貴金属などの物品を事業者
が消費者から買い取る契約 8日間

連鎖販売取引
マルチ商法（商品を購入して会員となり、自分
の下に会員を勧誘して増やしていく商法）によ
る契約

20日間

業務提供誘引販売取引
内職商法（仕事の提供やあっせんを誘い文句に、
仕事に必要な商品やサービスを販売する商法）、
モニター商法による契約

20日間

 

例例
知
通
の
へ
者
業
事

 

トラブルの解決法と見守り方

まずは
ご相談ください

※法律改正により2017年６月３日からは１年間になります。

な
合
場
い
な
れ
く
て
し
行
履
を
束
約
に
り
通
約
契
が
者
業

生
活
セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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す
ま
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制
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あ
が
性
が
性
が
能
可
る
れ
さ
ま
だ
も
で
誰

れ
ら
み
が
向
が
向
が
傾
る
な
に
重
慎
に
供
提
報

な
要
必
に
め
た
る
守
を
活
生
の
者
害
被

ま
れ
ら
え
考
と
だ
題
問
い
高
の
度
急
緊

重
が
と
こ
る
す
を
供
提
報
情
の
ど
な
談

ト
い
よ
て
め
勧
を
談
相
活
生
費
消

な
に
気
が
い
扱
り
取
の
報
情
人
個

業
事
援
支
立
自
活
生
常
日

度
制
見
後
年
成

類
種
の
度
制
見
後
年
成

に
で
す
が
力
が
力
が
能
断
判
の
人
本

見
後
に
合
場
の
態
状
な
分
十
不

後
定
法
「
る
す
任
選
を
ど
な
人

見
後
意
任
「
く
お
て
め
決
を
人

法定後見制度
任意後見制度

後見 保佐 補助
対　象

判断能力が
ほとんどない人

対　象
判断能力が

著しく不十分な人

対　象
判断能力が
不十分な人

対　象
判断能力が
十分な人

本人に代わって
あらゆる契約を
結べます。一方
的に不利益な契
約を本人が結ん
だ場合、契約を
取り消すことも
できます。

家庭裁判所が認
めた事項につい
て、本人に代
わって契約を結
べます。一方的
に不利益な契約
を本人が結んだ
場合、契約を取
り消すこともで
きます。

家庭裁判所が認
めた事項につい
て、本人に代
わって契約を結
んだり、取り消
したりすること
ができます。

本人の判断能力
がなくなったと
きに、あらかじ
め任意後見契約
で定めておいた
人が財産管理や
契約などを、本
人に代わって行
います。

　かながわ成年後見推進センターでは、成年後見制度の利用を考えられている方の
相談をお受けし、申し立て手続きなどの説明や、関係機関の情報提供を行います。

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　かながわ県民センター14階
TEL 045-312-5798 FAX 045-322-3559

かながわ成年後見推進センター

かながわ成年後見推進センター（神奈川県社会福祉協議会）

1
Ｑ

2
Ｑ

3
Ｑ

A

A

A

トラブルの解決法と見守り方

　障
害
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方

が
、自
立
し
て
地
域
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
支
援

す
る
制
度
で
す
。福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
き
や

日
常
的
な
金
銭
管
理
な
ど
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、各
市
町
村
の
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
は
、
事
業
者
と
消

費
者
と
の
間
の
問
題
で
す
（
家
庭
内
の

相
続
問
題
な
ど
は
含
み
ま
せ
ん
）
。

　た
だ
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
、
そ
れ

以
外
の
問
題
も
絡
み
合
う
場
合
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
迷
っ
た
場
合
は
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

　家
庭
裁
判
所
よ
り
選
任
さ
れ

た
成
年
後
見
人
等
が
、判
断
能

力
が
十
分
で
な
い
方
の
、財
産

管
理
や
身
上
監
護
に
関
す
る
契

約
な
ど
の
法
律
行
為
等
を
本
人

に
代
わっ
て
行
う
制
度
で
す
。
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被害状況確認チェックリスト
消費生活センターに相談する前に

　障害のある方が消費者トラブルにあっていることに気づいたら、本人から被害の状況を聞き
取ったうえで、消費生活センターに相談しましょう。ただし、解決のためには、できるだけ本人
から相談するよう勧めることが大切です。

① 契約（購入）したもの

② 契約した日時 　　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　時ごろ　場所

③ 契約したきっかけ
 訪問販売　  電話勧誘　  通信販売（ネット・TV・カタログ 通信販売（ネット・TV・カタログ）  店頭 店頭
 友人の勧誘　 友人の勧誘　  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④ 契約金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

⑤ 代金の支払い状況  全額を支払い済　 全額を支払い済　  一部のみ支払い済　  未払い

⑥ 代金の支払い方法  現金　 現金　  クレジットカード　  銀行・郵便振込　 銀行・郵便振込　  その他（　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　）

⑦ 契約（購入）した商品は
自宅にあるか？  ある　 ある　  ない

⑧ 契約（購入）した商品は
すでに使用したか？  使用した　 使用した　  使用していない　  両方ある 両方ある

⑨ 業者からもらった書類を
持っているか？  持っている　 持っている　  持っていない

⑩ 上記⑨の書類は何か？  契約書　 契約書　  見積書　  領収証　  納品書　  その他（　　　　　　　　　　　）

⑪ 業者名

⑫

その他、気づいたことがあれば書き留めておきましょう。

ん
せ
ま
い
で
ん
望
を
談
相
は
人
本

く
し
わ
く
し
少
う
も

4
Ｑ

5
Ｑ

6
Ｑ

7
Ｑ

AA

A

A

　消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
は
、

事
情
を
一番
わ
か
っ
て
い
る
本
人
が
す

る
の
が
原
則
で
す
。本
人
に
代
わ
っ
て

電
話
す
る
よ
う
頼
ま
れ
た
場
合
は
、事

前
に
よ
く
話
を
聞
き
、本
人
の
隣
で
電

話
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

お住まいの消費生活センター（消費生活相談窓口）の電話番号を書いておきましょう。
電話番号（　　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次のページから電話番号を探しましょう。

　障
害
の
あ
る
方
が
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

に
積
極
的
に
対
応
し
よ
う
と
し
な
い
理

由
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
特
に
判
断
能
力

が
十
分
で
な
い
場
合
は
、
生
活
支
援
や

金
銭
管
理
支
援
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
の

見
守
り
体
制
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
関
連
機
関
と
対
策
を
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

　懇
意
に
し
て
い
る
手
話
通
訳
者
が
い

る
場
合
は
、
一
緒
に
相
談
に
来
て
い
た

だ
く
ほ
う
が
望
ま
し
い
で
す
。
ま
ず

は
、
事
前
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　県
消
費
生
活
課
で
は
、消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
の
事
例
な
ど
を
掲
載
し
た「
か
な

が
わ
く
ら
し
テ
キ
ス
ト
」や
リ
ー
フ
レ

ッ
ト「
契
約
の
き
り
ふ
だ
　高
齢
者
編・

若
者
編
」な
ど
を
発
行
し
て
い
る
ほ
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
消
費
生
活
相
談
概
要

や「
か
な
が
わ
消
費
生
活
注
意・警
戒
情

報
」な
ど
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　ま
た
、国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の『
見

守
り
新
鮮
情
報
』や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も

参
考
に
な
り
ま
す
。
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♯9110 0570-078-374
生活の安全に関する不安や悩みの相談は ➡ 警察総合相談電話 法的なトラブルの相談は ➡ 法テラス

IP電話は☎03-6745-5600

ホームページも見てね！

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　かながわ県民センター６階

かながわ中央消費生活センター　 検索

お住まいの地域の相談窓口の電話番号を記入してください
さまざまな不安や困りごとの相談は、障害者相談支援事業の相談窓口

消費者ホットライン

045-311-0999

かながわ中央消費生活センター

お住まいの消費生活センター（消費生活相談窓口）に
お気軽にご相談ください

身近な相談窓口につながります。

利用教材：平成19年3月発行「障害者の消費者トラブル見守りガイドブック」（著作権者：消費者庁）　無断複製・転載・配布禁止


